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参考資料  

■色彩基準  

白河市景観計画では、一定の規模を超える建築物の建築等を行う際の色彩基準を示し

ています。この図は、その参考図として示すもので、各色相の色彩範囲枠内が、景観計

画重点区域及び景観計画推進区域を除く全市域共通で使用できる色彩の範囲です。 

市全域共通の色彩基準 

以下のマンセル表色系に示す各色相の 青枠内 が使用できる色彩の範囲となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※印刷によるもので正確な色ではないため、実際の色は色見本等によって確認してください。 

 マンセル表色系は、色彩を客観的にとらえる方法として確立されたシステムで、「色

相」、「明度」、「彩度」の３属性の組み合わせによって一つの色を表します。 

 マンセル記号は、以上の３つの属性の尺度を順に並べたものです。 

有彩色の場合：次頁の例の色彩は、５Ｒの色相に属し、明度が 8.0、彩度が 5.0 で

あることから「５Ｒ8.0/5.0」と記し、「５アール、8.0 の 5.0」と読みます。 

無彩色の場合：色相の区別が無く、彩度が０と定まっています。ニュートラルの意

味を表すＮの文字と明度を表す数字で表示します。次頁の例では「Ｎ8.0」と記し、

「エヌ 8.0」と読みます。 
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マンセル記号の見方（色相５Ｒでの例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工作物の支持柱 

『白河市・西郷村サイン統一計画書』に基づき、工作物の支持柱は下記（マンセル値

5YR2/1または近似色）の色彩とします。色見本と適用イメージを以下に示します。 

 

5YR2/1 

 

 

 

N 8.0 

明度 

５Ｒ 8.0 / 5.0 

色相  明度 / 彩度 
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■主な視点場とビスタライン  

小峰城跡三重櫓への眺望 

中心市街地の主要な視点場から小峰城跡三重櫓を眺望した場合の断面イメージを以

下に示します。 
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（せせらぎ通り） 
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南湖公園からの眺望 

南湖公園から那須連峰及び関山を眺望した場合の断面イメージを以下に示します。 
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白河市景観条例 

平成２２年１２月２０日条例第３９号 

改正 平成２７年１２月２４日条例第５４号 

平成３０年 ３月２３日条例第２１号 

 

目次 

 第１章 総則（第１条－第５条） 

 第２章 景観法の施行に関する事項 

  第１節 景観計画等（第６条・第７条） 

 

  第２節 行為の規制等（第８条－第１８条） 

  第３節 景観重要建造物等（第１９条－第２５条） 

 第３章 景観形成の推進 

  第１節 景観まちづくり協定（第２６条・第２７条） 

  第２節 景観形成住民団体（第２８条） 

  第３節 表彰、助成等（第２９条・第３０条） 

 第４章 白河市景観審議会（第３１条－第３３条） 

 第５章 雑則（第３４条） 

 附則 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）の

規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等に関し必要な事項を定め、自然及び歴

史的環境と調和した個性的で優れた景観をつくり、守り、育てること（以下「景観

の形成」という。）によって、親しみと愛着と誇りのある「ふるさと白河」を創造

することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

 （市の責務） 

第３条 市は、景観の形成を図るため、必要な施策を策定し、及びこれを実施する責

務を有する。 

２ 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が十分に

反映されるよう努めるものとする。 

３ 市は、道路、公園その他の公共施設の整備等を行う場合は、景観の形成に先導的

役割を果たすよう努めるものとする。 

４ 市は、景観の形成に関する市民の意識の高揚を図るよう努めるものとする。 

 （市民の責務） 

第４条 市民は、自らが景観の形成の主体であることを認識し、その個性と創意を発

揮することにより、景観の形成に努めるとともに、市が実施する景観の形成に関す

る施策に協力しなければならない。 

 （事業者の責務） 
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第５条 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、景観の形成について必要な配

慮をするとともに、市が実施する景観の形成に関する施策に協力しなければならな

い。 

   第２章 景観法の施行に関する事項 

    第１節 景観計画等 

 （景観計画の策定等の手続） 

第６条 市長は、景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、法第８条第１項に

規定する景観計画（以下単に「景観計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市長は、景観計画を定めようとするときは、白河市景観審議会の意見を聴かなけ

ればならない。 

３ 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。ただし、軽微な変更その他の

変更で規則で定めるものについては、この限りでない。 

 （景観計画の策定等を提案することができる団体） 

第７条 法第１１条第２項の条例で定める団体は、第２８条第１項に規定する景観形

成住民団体とする。 

    第２節 行為の規制等 

 （届出を要する行為） 

第８条 法第１６条第１項第４号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。 

 (1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 

 (2) 屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。）、再生資

源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号）第２条第４項

に規定する再生資源をいう。以下同じ。）その他の物件の堆積 

 （行為の届出） 

第９条 法第１６条第１項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した規則

で定める届出書を提出して行うものとする。 

２ 前項の届出書には、規則で定める図書を添付しなければならない。 

第１０条 景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号）第１条第２項第４

号の条例で定める図書は、次に掲げる図書とする。 

 (1) 法第１６条第１項第１号に掲げる行為にあっては、敷地面積、建築面積、延

べ面積、構造、外観の仕上げ材料、敷地の緑化の方法並びに外観を変更することと

なる修繕又は模様替及び色彩の変更に係る面積を記載した図書 

 (2) 法第１６条第１項第２号に掲げる行為にあっては、築造面積、構造、敷地の

緑化の方法並びに外観を変更することとなる修繕又は模様替及び色彩の変更に係

る面積を記載した図書 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める図書 

 （届出を要する事項） 

第１１条 法第１６条第１項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 (1) 行為をしようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その

名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 

 (2) 行為の完了予定日 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項 
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 （変更の届出） 

第１２条 法第１６条第２項の条例で定める事項は、設計又は施工方法（その変更に

より同条第１項の規定による届出に係る行為が同条第７項各号に掲げる行為に該

当することとなるものに係るものを除く。）とする。 

２ 法第１６条第１項の規定による届出をした者は、前条第１号に掲げる事項に変更

があったとき又は当該届出に係る行為を取りやめたときは、規則で定めるところに

より、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

 （適用除外行為） 

第１３条 法第１６条第７項第１１号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。 

 (1) 法第１６条第１項第１号から第３号まで又は第８条各号に掲げる行為のうち、

別表に掲げる当該行為の種類に応じた規模のもの 

 (2) 法令に基づく許可、認可、認定又は届出に係る行為で、規則で定めるもの 

 (3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積のうち、次に掲げ

るもの 

  ア 当該堆積が、外部から見通すことのできない場所で行われるもの 

  イ 当該堆積の期間が９０日を超えて継続しないもの 

 (4) 仮設の建築物で、存続期間が１年以内（工事に必要な仮設の建築物等で工期

が１年を超える場合は、その期間）のものの新築、増築、改築若しくは移転、外観

を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 

 (5) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

 (6) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 

 (7) 農林漁業を営むために行われる土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質

の変更及び屋外における土石その他の物件の堆積 

 （公表） 

第１４条 市長は、法第１６条第３項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がな

く当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨及び当該勧

告の内容を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を

受けた者に対し、期限を付して意見書を提出する機会を与えなければならない。 

３ 市長は、第１項の公表をしようとするときは、必要に応じ、白河市景観審議会の

意見を聴くものとする。この場合において、市長は、前項の意見書の内容を白河市

景観審議会に報告しなければならない。 

 （特定届出対象行為） 

第１５条 法第１７条第１項の条例で定める行為は、法第１６条第１項第１号及び第

２号に規定する届出を要する行為とする。 

 （変更命令等の手続） 

第１６条 市長は、法第１７条第１項又は第５項の規定により必要な措置をとること

を命じようとするときは、必要に応じ、白河市景観審議会の意見を聴くものとする。 

 （行為の完了の届出） 

第１７条 法第１６条第１項又は第２項の規定による届出をした者は、当該届出に係

る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に

届け出なければならない。 
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 （経過措置） 

第１８条 景観計画において景観計画区域又は法第８条第２項第２号に規定する事

項(以下この条において「制限事項」という。)を変更する際、現に法第１６条第１

項又は第２項の規定による届出がされている行為であって、その変更により制限事

項に適合しなくなったものに対する当該景観計画区域及び制限事項の適用につい

ては、なお従前の例による。 

    第３節 景観重要建造物等 

 （景観重要建造物の指定） 

第１９条 市長は、法第１９条第１項に規定する景観重要建造物（以下単に「景観重

要建造物」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ、白河市景観審議

会の意見を  聴かなければならない。 

 （景観重要建造物の管理の方法の基準） 

第２０条 法第２５条第２項に規定する基準は、次のとおりとする。 

 (1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を維持するものであ

ること。 

 (2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずるものであるこ

と。 

 (3) 景観重要建造物の敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検するもので

あること。 

 （景観重要建造物の指定の解除） 

第２１条 市長は、法第２７条第２項の規定により景観重要建造物の指定を解除しよ

うとするときは、あらかじめ、白河市景観審議会の意見を聴かければならない。 

 （景観重要樹木の指定） 

第２２条 市長は、法第２８条第１項に規定する景観重要樹木(以下単に「景観重要

樹木」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ、白河市景観審議会の

意見を聴かなければならない。 

 （景観重要樹木の管理の方法の基準） 

第２３条 法第３３条第２項に規定する基準は、次のとおりとする。 

 (1) 剪定、下草刈りその他の景観重要樹木の良好な景観を保全するために必要な

管理を行うものであること。 

 (2) 景観重要樹木の保育の状況を定期的に点検するとともに、病害虫の駆除その

他の措置を行うものであること。 

 （景観重要樹木の指定の解除） 

第２４条 市長は、法第３５条第２項の規定により景観重要樹木の指定を解除しよう

とするときは、あらかじめ、白河市景観審議会の意見を聴かければならない。 

 （景観重要建造物等に係る助成等） 

第２５条 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の保存又は活用について所有者

等に技術的援助を行い、又は予算の範囲内において費用の一部を助成することがで

きる。 

２ 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の保存又は活用のため必要があると認

めるときは、その所有者等からの申出により、景観重要建造物又は景観重要樹木の

購入について所有者等と協議するものとする。 
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   第３章 景観形成の推進 

    第１節 景観まちづくり協定 

 （景観まちづくり協定の締結） 

第２６条 一定の区域内に存する土地、建築物等の所有者又はそれらについて使用す

る権原を有する者は、その区域内における景観の形成に関し、景観まちづくり協定

を締結することができる。 

２ 景観まちづくり協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 (1) 景観まちづくり協定の名称、目的及び対象となる区域に関する事項 

 (2) 建築物等の位置、規模、形態、意匠、色彩及び素材並びに敷地の緑化に関す

る事項その他景観の形成に関する事項 

 (3) 景観まちづくり協定の有効期間並びに変更及び廃止の手続に関する事項 

 （景観まちづくり協定の認定） 

第２７条 景観まちづくり協定を締結した者は、前条第２項各号に掲げる事項を記載

した景観まちづくり協定書を作成し、規則で定めるところにより、市長にその認定

を求めることができる。 

２ 市長は、前項の規定により景観まちづくり協定の認定を求められた場合において

は、景観まちづくり協定を審査し、その内容が景観の形成に寄与し、かつ、規則で

定める要件に該当するものであると認めるときは、これを認定するものとする。 

３ 市長は、景観まちづくり協定の内容及び運用が景観の形成を図る上で適当でなく

なったと認めるときは、前項の認定を取り消すことができる。 

４ 市長は、景観まちづくり協定を認定し、又は取り消そうとするときは、必要に応

じ、白河市景観審議会の意見を聴くものとする。 

    第２節 景観形成住民団体 

 （景観形成住民団体の認定） 

第２８条 市長は、まちづくりの推進を図る活動を目的として設立された団体であっ

て、良好な景観の形成の促進のための活動を行うものを、規則に基づく申請により、

景観形成住民団体として認定することができる。 

２ 景観形成住民団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとすると

きは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 市長は、景観形成住民団体が良好な景観の形成の促進のための活動を行っていな

いと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 

４ 市長は、景観形成住民団体を認定し、又は取り消そうとするときは、必要に応じ、

白河市景観審議会の意見を聴くものとする。 

    第３節 表彰、助成等 

 （表彰） 

第２９条 市長は、景観の形成に関し、優れた効果をもたらしたと認めるときは、そ

の景観の形成に貢献した者を表彰することができる。 

 （景観の形成に係る助成等） 

第３０条 市長は、景観の形成のために必要と認められる行為に対し、技術的援助を

行い、又は予算の範囲内においてその行為に要する費用の一部を助成することがで

きる。 

   第４章 白河市景観審議会 
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 （審議会の設置） 

第３１条 市長の附属機関として、白河市景観審議会（以下「審議会」という。）を

設置する。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、景観の形成に関する事項（屋外広告物（白河市屋

外広告物等に関する条例（平成２７年白河市条例第５４号）第２項第１項に規定する

屋外広告物をいう。）に関する事項を含む。）を調査審議する。 

 （組織） 

第３２条 審議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 （審議会の運営） 

第３３条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定

める。 

   第５章 雑則 

 （委任） 

第３４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、第６条及び第３１条か

ら第３３条までの規定は、平成２３年２月１日から施行する。 

 （白河市都市景観条例の廃止） 

２ 白河市都市景観条例（平成１７年白河市条例第１４１号）は、廃止する。 

 （白河市都市景観条例の廃止に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の白河市都市景観条例（以下

「廃止前の条例」という。）第１４条第１項の規定により締結されている都市景観

協定又は廃止前の条例第１５条第２項の規定により認定されている都市景観協定

は、それぞれ第２６条第１項の規定により締結された景観まちづくり協定又は第２

７条第２項の規定により認定された景観まちづくり協定とみなす。 

４ この条例の施行前にされた廃止前の条例第１７条第１項に規定する届出につい

ては、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年１２月２４日条例第５４号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２３日条例第２１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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別表（第１３条関係）  

 法第１６条第７項第１１号の規定に基づく届出を要しない行為 

１ 景観計画区域(景観計画重点区域を除く。)における場合 

 (1) 法第１６条第１項第１号関係 

 行為の種類  規模 

 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変 

 更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変 

 更 

高さ１０メートル未満かつ延べ 

面積１，０００平方メートル未 

満（地階を除く階数が３以上で

ある建築物にあっては、延べ面

積５００平方メートル未満） 

 (2) 法第１６条第１項第２号関係  

 行為の種類  規模 

 工作物の新 

 設、増築、改 

 築若しくは移 

 転、外観を変 

 更することと 

 なる修繕若し 

 くは模様替又 

 は色彩の変更 

 ①擁壁、垣(生垣を除く。)、さく、 

  塀その他これらに類するもの 

 高さ５メートル未満 

 ②鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、 

  木柱その他これらに類するもの 

  (⑤に掲げるものを除く。) 

 ③煙突、排気塔その他これらに類す 

  るもの 

 ④電波塔、物見塔、風車その他これ 

  らに類するもの 

 高さ１０メートル未満 

 ⑤電気供給のための電線路又は有線 

  電気通信のための線路の支持物 

 高さ２０メートル未満 

 ⑥高架水槽、冷却塔、パラボラアン 

  テナその他これらに類するもの 

 ⑦観覧車、ジェットコースター、メ 

  リーゴーラウンドその他これらに 

  類する遊技施設 

 ⑧コンクリートプラント、アスファ 

  ルトプラントその他これらに類す 

  る製造施設 

 ⑨自動車の駐車の用に供する立体的 

  な施設 

 ⑩石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵 

  施設 

 ⑪ごみ処理施設、し尿処理施設、汚 

  水処理施設その他これらに類する 

  処理施設 

 ⑫彫像、記念碑その他これらに類す 

  るもの 

 高さ１０メートル未満かつ築 

 造面積１，０００平方メート 

 ル未満 
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 (3) 法第１６条第１項第３号関係 

 行為の種類  規模 

 開発行為(都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 

 第４条第１２項に規定する開発行為) 

 面積３，０００平方メートル 

 未満 

 (4) 第８条関係（法第１６条第１項第４号関係） 

 行為の種類  規模 

 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地 

 の形質の変更 

 面積３，０００平方メートル 

 未満かつ法面の高さ５メート 

 ル未満又は長さ１０メートル 

 未満 

 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件 

 の堆積 

 高さ３メートル未満かつ堆積 

 の用に供される土地の面積５ 

 ００平方メートル未満 

 

２ 景観計画重点区域における場合  

 (1) 法第１６条第１項第１号関係 

 行為の種類  規模 

 建築物の新築、増築、改築又は移転  床面積の合計１０平方メート 

 ル未満 

 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模 

 様替又は色彩の変更 

 当該行為に係る部分の面積の 

 合計１０平方メートル未満 

 (2) 法第１６条第１項第２号関係  

  行為の種類  規模  

 工作物の新 

 設、増築、改 

 築若しくは移 

 転、外観を変 

 更することと 

 なる修繕若し 

 くは模様替又 

 は色彩の変更 

 ①擁壁、垣(生垣を除く。)、さく、 

  塀その他これらに類するもの 

 高さ１．５メートル未満 

 ②鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、 

  木柱その他これらに類するもの 

  (⑤に掲げるものを除く。) 

 ③煙突、排気塔その他これらに類す 

  るもの 

 ④電波塔、物見塔、風車その他これ 

  らに類するもの 

 ⑤電気供給のための電線路又は有線 

  電気通信のための線路の支持物 

 ⑥高架水槽、冷却塔、パラボラアン 

  テナその他これらに類するもの 

 ⑦観覧車、ジェットコースター、メ 

  リーゴーラウンドその他これらに 

  類する遊技施設 

 ⑧コンクリートプラント、アスファ 

  ルトプラントその他これらに類す 

 無し 
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    る製造施設 

 ⑨自動車の駐車の用に供する立体的 

  な施設 

 ⑩石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵 

  施設 

 ⑪ごみ処理施設、し尿処理施設、汚 

  水処理施設その他これらに類する 

  処理施設 

 ⑫彫像、記念碑その他これらに類す 

  るもの 

  

 (3) 法第１６条第１項第３号関係  

 行為の種類  規模 

 開発行為(都市計画法第４条第１２項に規定する開 

 発行為) 

 面積３，０００平方メートル 

 未満 

 (4) 第８条関係（法第１６条第１項第４号関係） 

 行為の種類  規模 

 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地 

 の形質の変更 

 面積１，０００平方メートル 

 未満かつ法面の高さ１．５メ 

 ートル未満又は長さ１０メー 

 トル未満 

 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件 

 の堆積 

 高さ１．５メートル未満かつ 

 堆積の用に供される土地の面 

 積２５０平方メートル未満 
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白河市の景観形成に関する施策等の経緯 

 

 

年月日 項 目 

平成 9 年 3 月 白河市都市景観形成基本計画策定 

 6 月 白河市都市景観条例制定 

平成 10 年 10 月 1 日 
都市景観重要建造物告示 

（小峰城跡三重櫓・小峰城跡前御門・南湖公園翠楽苑） 

平成 12 年 4 月 
福島県より屋外広告物の表示及び掲出の許可等に関する

事務の権限移譲を受ける 

平成 16 年 6 月 国において景観法公布 

平成 17 年 3 月 白河市・西郷村サイン統一計画策定 

平成 20 年 3 月 史跡名勝南湖公園・第 2 次保存管理計画策定 

5 月 国において歴史まちづくり法公布 

平成 21 年 3 月 白河市都市計画マスタープラン策定 

4 月 1 日 
景観行政団体へ移行 

建設部都市計画課に景観係設置 

4 月 23 日 景観資源調査事業実施 

7 月 10 日 白河市景観計画策定着手 

9 月 1 日 「私の好きな白河の景観 50 選」募集事業（第 1 期） 

11 月 19 日 白河市都市景観審議会（白河市景観計画策定について） 

12 月 22 日 白河市景観まちづくり補助金交付要綱設置 

平成 22 年 1 月 21 日～ 
重点区域及び推進区域における行為の制限に関する関係

事業者等との事前協議 

2 月 13 日 
小峰城跡・白河駅周辺の景観とまちなみを考える景観セミ

ナー 

4 月 1 日 
建設部都市計画課に歴史まちづくり室設置 

「私の好きな白河の景観 50 選」募集事業（第 2 期） 

5 月 19 日 金屋町谷津田川せせらぎ通り景観協定の認定 

5 月 21 日 白河市都市景観審議会（白河市景観計画策定について） 

10 月 5 日 景観計画説明会（南湖公園周辺地域） 

10 月 6 日 景観計画説明会（中心市街地周辺地域） 

10 月 7 日 景観計画説明会（新白河駅周辺地域） 

10 月 12 日 景観計画説明会（白河市全域） 

10 月 25 日 白河市都市計画審議会（景観法 9 条 2 項） 

11 月 4 日 白河市都市景観審議会（白河市景観計画策定について） 

11 月 10 日～ 

12 月 9 日 

白河市景観計画に関するパブリックコメント（景観法 9 条

1 項） 
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年月日 項 目 

12 月 19 日 「私の好きな白河の景観 50 選」発表会 

12 月 20 日 白河市景観条例公布 

平成 23 年 1 月 19 日 白河市景観審議会規則公布 

2 月 16 日 白河市景観審議会（白河市景観条例 6 条 2 項） 

2 月 23 日 白河市歴史的風致維持向上計画の国認定 

3 月 10 日 
白河市景観計画告示 

白河市景観条例施行規則公布 

4 月 1 日 白河市景観条例施行、白河市景観計画施行 

9 月 1 日 

白河市景観重要建造物指定 

指定第 1 号 小峰城跡三重櫓・前御門 

指定第 2 号 南湖公園翠楽苑 

平成 24 年 2 月 8 日 白河城下景観まちづくり協定の認定 

4 月 1 日 
白河市景観形成ガイドライン施行 

改正白河市景観まちづくり補助金交付要綱施行 

11 月 28 日 白河市景観審議会（白河市景観計画の一部変更について） 

平成 25 年 1 月 29 日 白河市都市計画審議会（景観法 9 条 2 項） 

2 月 1 日～ 

2 月 15 日 

白河市景観計画の一部変更に関するパブリックコメント

（景観法 9 条 1 項） 

2 月 25 日 白河市景観審議会（白河市景観条例 6 条 2 項） 

3 月 13 日 白河市景観計画（一部変更）告示 

4 月 1 日 白河市景観計画（一部変更）施行 

平成 26 年 3 月 25 日 白河門前通り景観まちづくり協定の認定 

5 月 12 日 
小峰城跡・白河駅周辺地区都市景観大賞「都市空間部門」

優秀賞受賞 

     6 月 30 日 白河市景観審議会（白河市景観計画の一部変更について） 

     7 月 14 日 白河市都市計画審議会（景観法 9 条 2 項） 

8 月 1 日～ 

             8 月 15 日 

白河市景観計画の一部変更に関するパブリックコメント 

（景観法 9 条 1 項） 

     10 月 3 日 白河市景観審議会（白河市景観条例 6 条 2 項） 

     11 月 5 日 白河市景観まちづくり活動事業補助金施行 

     12 月 24 日 白河市景観計画（一部変更）告示 

平成 27 年 1 月 5 日 白河市景観計画（一部変更）施行 

平成 28 年 1 月 22 日 白河市景観審議会（白河市景観計画の一部変更について） 

3 月 1 日～ 

3 月 15 日 

白河市景観計画の一部変更に関するパブリックコメント

（景観法 9 条 1 項） 
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年月日 項 目 

3 月 4 日 白河市都市計画審議会（景観法 9 条 2 項） 

3 月 14 日 白河市景観審議会規則（一部改正）公布 

3 月 24 日 白河市景観審議会（白河市景観条例 6 条 2 項） 

4 月 1 日 白河市景観条例（一部改正）施行 

4 月 1 日 白河市屋外広告物等に関する条例施行 

6 月 20 日 白河市景観計画（一部変更）告示 

7 月 1 日 
白河市南湖湖畔店舗等に係る歴史的風致維持向上地区計

画施行 

7 月 1 日 白河市景観計画（一部変更）施行 

平成 29 年 3 月 23 日 横町景観まちづくり協定の認定 

4 月 1 日 白河市屋外広告物ガイドライン施行 

9 月 5 日 白河市景観審議会（白河市景観計画の一部変更について） 

9 月 12 日 景観学習事業開始（白一小） 

平成 30 年 2 月 16 日 白河市景観計画（一部変更）告示 

3 月 1 日 白河市景観計画（一部変更）施行 

令和元年 11 月 11 日 景観学習事業開始（釜子小） 

令和 2 年 3 月 23 日 田町景観まちづくり協定の認定 

5 月 18 日 金屋町谷津田川せせらぎ通り景観協定の更新認定 

10 月 8 日 白河市景観審議会（白河市景観計画の一部変更について） 

12 月 14 日 白河市景観計画（一部変更）告示 

令和 3 年 1 月 4 日 白河市景観計画（一部変更）施行 

3 月 5 日 白河市歴史的風致維持向上計画（第 2 期）の国認定 

3 月 22 日 
白河市景観審議会（白河市屋外広告物等に関する条例の一

部改正について） 

6 月 1 日 景観学習事業開始（関辺小） 

7 月 7 日 白河市屋外広告物等に関する条例（一部改正）施行 

令和 4 年 2 月 15 日 白河市景観審議会（白河市景観計画の一部変更について） 

3 月 10 日 白河市景観計画（一部変更）告示 

4 月 1 日 白河市景観計画（一部変更）施行 

4 月 1 日 白河市景観形成ガイドライン一部改定施行 

令和 5 年 1 月 31 日 白河市景観審議会（白河市景観計画の一部変更について） 

     9 月 21 日 景観学習事業開始（みさか小） 

12 月 13 日 白河市景観計画（一部変更）告示 
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令和 6 年 1 月 4 日 白河市景観計画（一部変更）施行 

令和 6年 3月 22日 
白河市景観審議会（白河市屋外広告物等に関する条例の一

部改正について） 

令和 6年 5月 30日 景観学習事業開始（大信小） 

令和 6 年 9 月 1 日 白河市屋外広告物等に関する条例（一部改正）施行 

令和 6年 10月 4日 
白河市における景観学習都市景観大賞「景観まちづくり活

動・教育部門」優秀賞受賞 

令和 7年 3月 13日 白河市景観計画（一部変更）告示 

令和 7 年 4 月 1 日 白河市景観計画（一部変更）施行 



 

 

 

◎調査・編集協力 

 早稲田大学 理工学術院 大学院創造理工学 研究科 建築学専攻 有賀隆 研究室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白河市景観計画 

平成 23 年  3 月 策    定 

平成 25 年  3 月 一部変更 

平成 26 年 12 月 一部変更 

平成 28 年  6 月 一部変更 

平成 30 年  2 月 一部変更 

       令和 2 年  12 月 一部変更 

        令和 4 年  3 月 一部変更 

        令和 5 年  12 月 一部変更 

        令和 7 年  3 月 一部変更 

 

白河市 建設部 都市計画課  

〒961-8602 

白河市八幡小路 7 番地 1 

 電 話 0248－22－1111 

 ＦＡＸ 0248－24－1854 


